
  

 

 
 

令和３年度 洞爺湖町チャレンジショップ支援事業 
 

 

洞爺湖町内の空き家・空き店舗を活用して新たに起業して事業を始める方を対象  

にチャレンジショップ支援事業を実施しています。 

 

  
 

・令和３年４月～令和４年３月まで 

 ※令和３年度中（令和４年３月まで）に事業費の精算ができるものとします。 

 ※予算に限りがあります。予算がなくなり次第、募集期間内でも早めに募集を

終了しますのでご了承ください。 

1 募集期間 

①改装費補助 

 改装にかかった費用の１/２以内で上限５０万円までを補助します。 

②備品購入費補助 

 開業に必要な備品購入費の１/２以内で上限３０万円までを補助します。 

③家賃補助 

 敷金・礼金を除き、対象月の家賃の１/２以内を開業から最長２年間補助しま

す。※１年目は上限５万円、２年目は上限３万円となっています。 

2 支援内容 

空き家・空き店舗を活用し新たに事業を始める方で、下記すべてに当てはまる方 

・空き家・空き店舗の所有者と同一世帯または親族（２親等以内）ではない方 

・町税などを滞納していない方 

・洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金をまだ一度も利用していない方 

3 補助対象者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 支援内容 

 

・計画段階で洞爺湖町産業振興課にご相談ください。 

 ※補助金の交付決定を受けてから事業を開始するようにしてください 

・事業計画、資金計画については洞爺湖町商工会で指導を受け、確認書の発行を

受けてください。 

 

5 補助金の利用にあたっての注意点 

6 申請に必要な書類 

【申し込み・お問い合わせ】 

  洞爺湖町役場経済部産業振興課 地域振興グループ 

住所：虻田郡洞爺湖町栄町５８番地 電話番号：０１４２-７４-３００５ 

  HP アドレス  ：https://www.town.toyako.hokkaido.jp/person_guide/ 

                    commerce/com001/ 

    メールアドレス：chiiki@town.toyako.hokkaido.jp 

①小売業、サービス業、飲食業 

②地元農産物・海産物等直売所 

③農産物、海産物を使った加工品の製造・販売業 

④地域の景観を生かした観光業 

⑤その他、洞爺湖町の特色を生かした事業 

4 対象業種 

 

①洞爺湖町チャレンジショップ支援事業補助金交付申請書 

②事業計画書 

③資金計画書 

④店舗の見取り図及び平面図 

⑤見積書 

⑥店舗の賃貸借契約書の写し 

⑦市町村税等の滞納がないことの証明書 

⑧洞爺湖町商工会発行の確認書 

☆申請書は洞爺湖町ホームページからダウンロードできます。 

6 申請に必要な書類 


